
船舶インシデント調査報告書 

平成３１年３月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（舵故障） 

発生日時 平成３０年１１月９日 ０７時５０分ごろ 

発生場所 青森県外ヶ浜
そ と がは ま

町龍飛
た っ ぴ

埼北北東方沖 

 龍飛埼灯台から真方位０２２°４.５海里付近 

 （概位 北緯４１°１９.７′ 東経１４０°２２.７′） 

インシデントの概要  貨物船XIN
シ ン

 YUAN
ユ ア ン

98 は、航行中、操舵機の運転ができなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３０年１１月９日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 XIN YUAN98（ベリーズ籍）、１,９８９トン 

 ８６７２３１６（ＩＭＯ番号）、XINYUAN OCEAN SHIPPING LIMITED 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長（ベリー

ズ発給） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約１３m/s、視程 約７km 

海象：波高 約３ｍ 

 インシデントの経過等  本船は、船長ほか１３人（中華人民共和国籍１０人、ミャンマー連

邦共和国籍２人、ベトナム社会主義共和国籍１人）が乗り組み、龍飛

埼北北東方沖をロシア連邦ウラジオストク港に向けて約３ノットの対

地速力で航行中、舵機室から異音を生じた。 

 機関長は、舵機室に入ったところ、操舵機（ラプソンスライド式）

の‘ラムが摺
しゅう

動する両舷側にそれぞれ対称に配置された油圧シリン

ダのうち、右舷側のシリンダ’（以下「本件シリンダ」という。）の端

部が破損しているのを認めた。 

本船は、機関長が他の乗組員と共に本件シリンダの修理を試みたも

のの、復旧できなかったので、海上保安庁に通報し、巡視船にえい
．．

航

された後、タグボートに引き継がれ、北海道函館港中央ふ頭正面岸壁

に着岸した。 

 

 ラムは、油圧が働いて摺動することにより、ラダーチラーを介して

舵を作動させていた。 

分析  本船は、操舵機を動かす本件シリンダの端部が破損して作動油が漏

えい
．．

し、ラムに油圧が働かず、操舵機の運転ができなくなり、運航不

能となったものと考えられる。  

原因 本インシデントは、本船が、操舵機を動かす本件シリンダの端部が



破損して作動油が漏えい
．．

し、ラムに油圧が働かず、操舵機の運転がで

きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操舵機は、日頃から見回りを行い、早期に異常個所を発見するこ

と。 

 


